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（１） 中小企業の２つのカテゴリーと求められる支援 

 

カテゴリー 性質 求められる支援 

知財活用挑戦型 保有する知的財産を意識して権利化等を

行い、それを活用して自社製品を主体的

に開発・生産して、海外展開も含めた挑

戦的な活動を行っている  

高度な知財戦略の

実践支援 

知財活用途上型 権利化できるような知的財産を有してお

らず、知的財産に対する意識も薄く、生

産する製品や販路・取引先も固定的で、

多くは下請け的立場にある  

知的財産に対する

意識啓発（「気づ

き」の機会創出） 

(知的財産推進計画 2015 を参考に作成)  

 

【参考】 企業規模によって異なる知財活動の効果 

 

（2011 年度 近畿経済産業局実施のアンケート調査結果から作成） 

 

 規模が大きくなるほど、排他権としての効果（模倣・競合対策）の重要性が増す 

（∵競合の多い市場への参入により厳しい競争環境に置かれることが多い） 

 規模の小さい企業ほど、その他の多様な効果の比率が高い 

（∵規模が小さい自社の PR や仲間作りの必要性が高くなる） 
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（２） 支援対象に応じた「知財人材」の分類 

 

 


